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年度

特許流通アドバイザーの派遣

ライセンス等の成約件数実績

◎１０,０００件（平成９～１９年１１月累計）

成約件数の推移（平成９～１９年１１月）

特許提供企業
大学・研究機関

必要な技術シーズはどこにあるのか

自社技術を活用できる企業はないのか

ライセンス交渉はどうすればよいのか

特許導入企業

特許流通アドバイザーによる技術移転の仲介支援

○我が国では、保有されていた特許のうち約２／３が未利用特許であること（平成７年度調査）が判
明したことを機に、産業財産権の流通促進事業を開始した。
○情報・研修館を通じて、特許流通アドバイザーの派遣、特許流通データベースの整備など、産業
財産権の戦略的活用に向けた取組を行っている。

１．人材活用等による特許流通の促進 ２．開放特許技術等の提供・活用促
進
○特許流通アドバイザーの派遣 (1)特許流通データベース整備

(2)特許情報活用支援
アドバイザーの派遣

３．知的財産権取引事業の育成支援
(1)知的財産権取引業者データベースの提供
(2)特許ビジネス市の開催
(3)国際特許流通セミナーの開催
(4)特許流通講座、特許流通シンポジウムの開催

特許流通・技術移転市場特許流通・技術移転市場
独立行政法人工業所有権情報・研修館

特許提供側

企業、大学、
公的機関等

特許導入側

中小企業、
ベンチャー企業等

国際特許流通セミナーの開催

特許ビジネス市の開催特許流通データベース整備

知的財産活用のための環境整備（特許流通促進事業）知的財産活用のための環境整備（特許流通促進事業）知的財産活用のための環境整備（特許流通促進事業）
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大企業
26%

TLO
17%

組合等
0%

個人
11%

中小企業
32%

公設試
15%

179計

19個人

0組合等

30TLO
26公設試

57中小企業

47大企業

～H11年度特許提供者

大企業
3%組合等

0%

個人
10%

中小企業
33%

TLO
45%

公設試
8%

10,000 計

1023 個人

47 組合等

4,533 TLO
768 公設試

3,318 中小企業

311 大企業

～H19年11月
（1万件時点）特許提供者

〈平成１１年度までの累計〉 〈平成１９年１１月までの累計〉

知的財産活用のための環境整備（特許流通促進事業） （２）知的財産活用のための環境整備（特許流通促進事業）知的財産活用のための環境整備（特許流通促進事業） （２）（２）

・事業開始当初
「大企業から中小企業へ」の形でスタート
・近 年
ＴＬＯの割合が増加し、「ＴＬＯ・中小企業間」、「ＴＬＯ・大企業間」の形へシフト

参考：特許流通アドバイザー
全国８８箇所に１０６名を派遣中、
うち、ＴＬＯは３７箇所に４３名

成約案件における特許提供者の推移
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地域における知的財産の「創造・保護・活用」を更に促すため、農林水産省と経済産業省は、知
的財産分野において密接かつ有機的に連携をとりつつ、各種施策を積極的に展開していくことで
合意。（07年10月）

第１ 農林水産関連の知的財産の保護・活用の基盤づくり

○地方農政局・経済局の連携を通じた相談機能○地方農政局・経済局の連携を通じた相談機能

の連携強化の連携強化

○制度普及・啓発機能の強化○制度普及・啓発機能の強化

○知的財産人材の育成○知的財産人材の育成

○特許流通データベースの活用等○特許流通データベースの活用等

第２ 諸外国における知的財産の保護強化

第３ 地域団体商標制度の活用

○○知的財産分野における制度調和の推進知的財産分野における制度調和の推進
○模倣品問題の解決に向けた対応○模倣品問題の解決に向けた対応

○○ 地域ブランドを普及させるためのセミナーを、両省連携して開催地域ブランドを普及させるためのセミナーを、両省連携して開催

◎両省連絡会議の設置

○○ 知的財産分野における両省の知的財産分野における両省の連携を有機的に推進連携を有機的に推進するため、するため、連絡会議を設置連絡会議を設置

両省の連携施策（案）

農林水産分野の知的財産活用農林水産分野の知的財産活用農林水産分野の知的財産活用
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知財専門人材の育成研修
○知財専門人材（弁理士、知財部員等）向け研修（審査基準討論研修） ○検索エキスパート研修（中級・上級）
○中小、ベンチャー企業向けの研修（特許侵害警告模擬研修） ○行政機関等職員に対する研修
○登録調査機関の調査業務実施者育成研修 ○IP・ｅラーニング

初等・中等教育

専門・高等教育

知財マインド

醸成

知財制度

普及・啓発

研究成果

の社会活用

新規産業

の創出

一般社会人

研究者・起業家・専門家

①産業財産権標準テキストの無償提供※

②学生・生徒向けセミナーの開催
③パテントコンテスト（特許庁、文科省、弁理士会、ＩＮＰＩＴ）

①知的財産権制度説明会（初心者・実務者向け）の開催
②法改正説明会の開催
③個別トピックス説明会・相談会の開催
－模倣品対策説明会・相談会
－地域団体商標制度等説明会
－新職務発明制度相談会 等

①中小・ベンチャー企業向けセミナーの開催
②大学等研究者向けセミナーの開催
③大学等の知的財産研究者の育成

※平成１９年１月から（独）工業所有権情報・研修館に事業移管

①産業財産権教育用副読本の無償提供（小・中・高向け）※

②知的財産教育支援セミナー・ワークショップの開催
－小・中・高の児童・生徒向け
－教職員向け
③知財教育の支援普及に関する調査研究（実験協力校） ※

工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）における取組

特許庁における取組

○知財人材の育成に向けた取組○知財人材の育成に向けた取組 ～特許庁・ＩＮＰＩＴにおける取組～～特許庁・ＩＮＰＩＴにおける取組～
知的財産に対する関心の高まりに伴い、知的財産人材の質的・量的な充実も必要。
このため特許庁及び工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）においては、幅広い国民を対象にきめ

の細かい取組を実施。

知的財産人材育成の取組知的財産人材育成の取組知的財産人材育成の取組



19

特許査定
約12万件/年

拒絶査定
約12万件/年

審査請求審査請求
研究開発

発明内容を出願

研究開発費

総額 １８．５兆円

内 訳

企業 １３．３兆円

大学 ３．４兆円

公的機関 １．８兆円

２００６年度データ

外国出願され
海外で特許保護される
もの3～4万件/年（試算）

日本人出願

約35万件／年

出典：特許庁年報、三極統計報告

国内出願されたが
国際的に保護
される対象に
ならなかった出願

年間約３０万件以上
特許出願の９割以上

（技術流出の恐れ）

２２％４８．５％日本

６０％(欧州域外へは４８％)

４４％

グローバル出願率※

５５．９％欧州

５３．１％米国

特許率（2006年）

参考：各国における特許率・グローバル出願率

※日本(２００５年)、欧米(２００３年)出願のうち海外にも出願されるもの

○○多数の多数の国内国内出願出願が存在する中が存在する中、、国内で国内で特許になるものは特許になるものは約約３割３割、、また海外また海外ででも保護されるものはも保護されるものは約約１割１割。。

○○グローバルな観点からの特許戦略グローバルな観点からの特許戦略で、で、意図せざる技術流出意図せざる技術流出をを防止防止することが重要。することが重要。

企業等における戦略的な知的財産管理の必要性企業企業等等における戦略的な知的財産管理のにおける戦略的な知的財産管理の必要性必要性
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企業等が国際的な競争を勝ち抜くためには、研究開発成果である知的財産を戦略的に
管理する体制・手法を確立し、これを研究開発及び事業活動と一体化させ、
三位一体の経営を推進していくことが必要。

｢先使用権制度ガイドライン
(事例集)｣の策定・公表

【06年６月】

｢知財戦略事例集｣
の策定・公表
【07年４月】

知的財産の発掘・提案

権利活用
（排他性の追求、ライセンス、技術標準化･･･）

ノ ウハウと し て秘匿 実用新案出願特 許 出 願

グローバル戦略に
基づく海外出願

登録

登録公報

実用新案
技術評価書

審査

公開

審査請求 出願変更

意匠

著作権

先使用権制度
ガイドライン(事例集)

2006年6月

先使用による
通常実施権確保（事業継続）

公
知
化
（公
開
技
報
）

特許権取得

商標

知的財産管理ルートの選択

先使用権の証拠確保
・設計図、発注書類を保存
・公証制度を活用 等

知的財産の戦略的な管理について知的財産の戦略的な管理について知的財産の戦略的な管理について

｢知財で元気な企業2007｣
の選定・公表
【07年４月】

企業等における戦略的な知的財産管理の推進企業企業等等における戦略的な知的財産管理の推進における戦略的な知的財産管理の推進


